
（別紙）

原告商品３の形態 被告商品３の形態

Ｃ１（シルエットについて）チュニック
丈の長袖Ｔシャツである。

ｃ１（シルエットについて）チュニック
丈の半袖Ｔシャツである。

Ｃ２（生地について）黒色と白色の横縞
を交互に繰り返すボーダー柄で構成され
る。身頃のボーダー柄の構成は，３段階
に区分される。①身頃部分の肩部から胸
部及び袖部の上部は，肩口は黒色で，そ
の下に幅約３０ｍｍの黒色の横縞６本と
幅約９ｍｍの白色６本の横縞が繰り返さ
れ，②身頃部分の胸部から腹部及び袖部
の中間部分は，幅約９ｍｍの黒色の横縞
９本と幅約６ｍｍの白色の横縞１０本が
繰り返され，③身頃部分の裾部及び袖部
の先端部は，幅約３７ｍｍの黒色の横縞
４本と幅約３８ｍｍの白色の横縞３本が
繰り返されている。袖部のボーダー柄
は，①肩部を黒色とし，その下に幅約３
０ｍｍの黒色の横縞６本と幅約９ｍｍの
白色６本の横縞が繰り返され，②さらに
その下に幅約９ｍｍの黒色の横縞９本と
幅約６ｍｍの白色の横縞１０本が繰り返
され，③さらにその下に幅約３７ｍｍの
黒色と幅約３８ｍｍの白色を繰り返し，
袖口を黒色としている。

ｃ２（生地について）黒色と白色の横縞
を交互に繰り返すボーダー柄で構成され
る。身頃のボーダー柄の構成は，３段階
に区分される。①’身頃部分の肩部から
胸部及び袖部は，幅約３２ｍｍの黒色の
横縞６本と幅約９ｍｍの白色の横縞６本
が繰り返され，②’身頃部分の胸部から
腹部は，幅約１０ｍｍの黒色の横縞９本
と幅約５ｍｍの白色の横縞１０本が繰り
返され，③’身頃部分の裾部は，幅約３
８ｍｍの黒色の横縞４本と幅約４０ｍｍ
の白色の横縞３本が繰り返されている。
袖部のボーダー柄は，①上から幅約３２
ｍｍの黒色の横縞５本と幅約９ｍｍの白
色の横縞５本を繰り返し，袖口を黒色と
している。

Ｃ３（デザインについて）胸部分には，
つる部分に２枚の葉をつる部分から僅か
に離間させて左右に各１枚あしらった黒
色のりんごのデザインが付されている。
りんごの大きさは，高さ（つるの先端か
らりんごの下端まで）が約１５０ｍｍ，
幅が約１０９ｍｍである。りんごの大部
分には，チュールのテープによるコード
刺繍で一見ばらの花弁のような柄が密に
配置され，向かって右端部の一部分は花
のような形でチュールが配置されていな
い欠けた部分がある。欠けた部分の大き
さは，高さが約５８ｍｍ，幅が約４０ｍ
ｍである。りんご柄の周囲には，りんご
柄に沿うように多数のラインストーン
が，りんご柄から直近の２列分はりんご
柄を取り囲むように２列分密に配置さ
れ，３列目以降はややばらついた印象と
なるように列数や間隔を変えて配置され
ている。ラインストーンが配置されてい
る範囲は，高さが約１８７ｍｍ，幅が約
１５８ｍｍである。

ｃ３（デザインについて）胸部分には，
つる部分に２枚の葉をつる部分から僅か
に離間させて左右に各１枚あしらった黒
色のりんごのデザインが付されている。
りんごの大きさは，高さ（つるの先端か
らりんごの下端まで）が約１５０ｍｍ，
幅が約１０６ｍｍである。りんごの大部
分には，チュールのテープによるコード
刺繍で一見ばらの花弁のような柄が配置
され，向かって右端部の一部分は花のよ
うな形でチュールが配置されていない欠
けた部分がある。欠けた部分の大きさ
は，高さが約５５ｍｍ，幅が約３９ｍｍ
である。りんご柄の周囲には，りんご柄
に沿うように多数のラインストーンが，
りんご柄から直近の２列分はりんご柄を
取り囲むように２列分密に配置され，３
列目以降はややばらついた印象となるよ
うに列数や間隔を変えて配置されてい
る。ラインストーンが配置されている範
囲は，高さが約１８０ｍｍ，幅が約１５
４ｍｍである。

対比表３(認定）



Ｃ４（ロゴについて）黒色りんご柄の下
には，原告のブランド名である「Ｃｈａ
ｍｏｉｓ」のロゴがラインストーンと，
ボーダー柄と同系色の刺繍の縁取りによ
り形成されている。ロゴの高さは約３６
ｍｍ，幅が約１３８ｍｍである。

ｃ４（ロゴについて）ロゴはない。


